
LOGILESS 利⽤規約（オペレーター⽤）新旧対照表 
2022 年 11 ⽉ 1 ⽇改定 

 
現⾏規約 改定版 改定概要 

（前⽂） 
本利⽤規約（以下、「本規約」といいま
す。）は、株式会社ロジレス（以下、「当
社」といいます。）が提供する EC サイ
トの受注・在庫・配送業務に関する管理
ソフトウェアの提供サービスである
「LOGILESS」（以下、「当社サービス」
といいます。）の利⽤に関して、オペレ
ーター（第１条で定義）に同意していた
だく必要のある事柄を記載しています
ので、当社サービスのご利⽤の前に必ず
お読みください。 

（前⽂） 
本利⽤規約（以下、「本規約」といいま
す。）は、株式会社ロジレス（以下、「当
社」といいます。）が提供する EC サイ
トの受注・在庫・出荷業務に関する管理
ソフトウェアの提供サービスである
「LOGILESS」（以下、「当社サービス」
といいます。）の利⽤に関して、オペレ
ーター（第１条で定義）に同意していた
だく必要のある事柄を記載しています
ので、当社サービスのご利⽤の前に必ず
お読みください。 
 

 
サービスの実態に
合わせて修正 

第 1 条（定義） 
(3) 「マーチャント」 

EC 事業を⾏い、当社と LOGILESS
利⽤規約（マーチャント⽤）に基づき
当社サービスを利⽤する法⼈、団体
または個⼈事業主をいいます。 

 
 
 
 
 
(4) 「利⽤希望者」 

当社サービスの利⽤を希望する倉庫
事業者をいいます。 
 

(5) 「倉庫事業者」 
EC 事業を⾏う者から、その在庫の保
管、管理および配送代⾏業務等を受
託する、物流倉庫等を運営する法⼈
をいいます。 

 
 
 

第１条（定義） 
(3) 「マーチャント」 

⾃らの EC サイトもしくは店舗等の
事業所で在庫（本条第 8 号で定義）を
販売、提供または配布し、その受注・
在庫・出荷業務の管理を⾏うため、当
社と LOGILESS 利⽤規約（マーチャ
ント⽤）に基づき当社サービスを利⽤
する法⼈、団体または個⼈事業主をい
います。 
 

(4) 「利⽤希望者」 
当社サービスの利⽤を希望する倉庫
事業者または⾃社倉庫をいいます。 
 

(5) 「倉庫事業者」 
マーチャント（LOGILESS 利⽤規約
（マーチャント⽤）に基づき当社サー
ビスの利⽤申込み中のマーチャント
アカウント利⽤希望者を含む）から、
その在庫の保管、管理または配送代⾏
業務等を受託する物流倉庫等を運営
する法⼈をいいます。 

 
EC 事業以外での
利⽤を可能とする
修正 
 
 
 
 
 
 
 
(3) と 同 趣 旨 の 修
正 
 
 
「在庫」の定義変
更に伴う修正、お
よ び 委 託 内 容 が
「保管、管理、配送
代⾏」の⼀部であ
る場合がある実態
に合わせた修正 
 



 
(6) 「⾃社倉庫」 

マーチャントが、⾃らの在庫の保管、
管理および出荷処理を⾏うため、⾃
ら運営する物流倉庫（マーチャント
の所有する物流倉庫に限らず、第三
者名義の物流倉庫の全部または⼀部
を利⽤し、マーチャント⾃ら在庫の
保管、管理および出荷処理を⾏って
いる場合も含む。）および当該物流倉
庫を管轄するマーチャントの組織も
しくは責任者をいいます。 

 
(8) 「在庫」 

マーチャントの指⽰に基づき、当社
サービスを通じてオペレーターから
出荷処理がなされる対象となる物品
をいいます。 

 
 
 
 
(20)「連携サービス提供者」 

当社との間で締結する契約（当社の
定める API 機能利⽤規約に基づく
API 利⽤契約を含むがこれに限らな
い。）に基づき、当社サービスと連携
して利⽤可能なサービス（以下、「連
携サービス」といいます。）を提供し
またはその運営を⾏う者をいいま
す。 

 

 
(6) 「⾃社倉庫」 

マーチャントが、在庫の保管、管理ま
たは出荷処理を⾏うため、⾃ら運営す
る物流倉庫（マーチャントの所有する
物流倉庫に限らず、第三者名義の物流
倉庫の全部もしくは⼀部を利⽤し、マ
ーチャント⾃ら在庫の保管、管理また
は出荷処理を⾏っている場合も含
む。）および当該物流倉庫を管轄する
マーチャントの組織もしくは責任者
をいいます。 
 

(8) 「在庫」 
マーチャントが所有権を有し（消化仕
⼊れによりマーチャントが受注した
時点で所有権を有する場合も含む）、
マーチャントの指⽰に基づき、当社サ
ービスを通じてオペレーターから出
荷処理がなされる対象となる物品を
いいます。 

 
(20)「連携サービス」 

第三者がマーチャントまたはオペレ
ーターに対して提供するサービスで、
当該第三者が当社との間で締結する
契約（当社の定める API 機能利⽤規
約に基づく API 利⽤契約を含むがこ
れに限らない。）に基づき、当社サー
ビスと連携して利⽤可能なサービス
をいいます。 
 

(21)「連携サービス提供者」 
連携サービスを提供しまたはその運営

を⾏う者をいいます。 

 
(5) と 同 趣 旨 の 修
正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EC 事業以外での
利⽤を可能とした
ことに伴い、マー
チャントが所有権
を有している物品
のみがサービス対
象となることを明
確化 
 
(20)と(21)に内容
を分割し、表現を
簡素化 
 
 
 
 
 
 
 
(20)から分離新設 

第 2 条（総則・適⽤範囲） 
１ 本規約は、当社とオペレーターまた

は利⽤希望者との間の当社サービス
の利⽤に関する⼀切の関係について
適⽤するものとします。 

第２条（総則・適⽤範囲） 
１ 本規約は、当社とオペレーターまた

は利⽤希望者との間の当社サービス
の利⽤に関する⼀切の関係について
適⽤されます。 

 
表現の簡素化 
 
 
 



２（略） 
３ 当社は、当社サービスに関して、個
別規定を定めることができ、当社が、
当社ウェブサイトもしくは当社サー
ビス上に個別規定を掲載する場合や
個別規定を電⼦メール等により配信
する場合、当該個別規定は本規約の⼀
部を構成するものとします。 
４ 個別規定の内容が本規約の定める

内容と抵触する場合には、当該個別規
定が優先されるものとします。 

２（略） 
３ 当社は、当社サービスに関して、個
別規定を定めることができ、当社が、
当社ウェブサイトもしくは当社サー
ビス上に個別規定を掲載する場合や
個別規定を電⼦メール等により配信
する場合、当該個別規定は本規約の⼀
部を構成します。 
４ 個別規定の内容が本規約の定める

内容と抵触する場合には、当該個別規
定が優先して適⽤されます。 

 
表現の簡素化 
 
 
 
 
 
 
表現の簡素化 
 

第 3 条（当社サービスの利⽤申込み） 
１ 利⽤希望者は、本規約に同意し、か
つ、当社の定める⽅法で登録情報を当
社に提供することにより、当社に対
し、当社サービスの利⽤を申し込むこ
とができます。 

 
２ 当社は、前項の利⽤申込があった場

合、当社の基準に基づき、利⽤希望者
の利⽤登録の可否を判断し、利⽤登録
を認める場合にはその旨およびアカ
ウント管理者⽤の初期パスワード等
を利⽤希望者に通知します。この通知
により利⽤希望者のオペレーターと
しての利⽤登録が完了したものとし
ます。 
３ 前項に定める利⽤登録の完了時に、

オペレーターと当社の間に本規約を
その契約内容とするサービス利⽤契
約が成⽴するものとします。これによ
って、オペレーターは第５項に定める
当社サービスのトライアル利⽤を開
始することができるようになります。 
４（略） 
５（略） 

(1) （略） 
(2)前号のトライアル環境は本利⽤の
環境と同⼀の機能を利⽤できます
が、実際にマーチャントの顧客宛

第 3 条（当社サービスの利⽤申込み） 
１ オペレーターアカウントの利⽤希

望者は、本規約に同意し、かつ、当社
の定める⽅法で登録情報を当社に提
供することにより、当社に対し、当社
サービスの利⽤を申し込むことがで
きます。 
２ 当社は、第１項の利⽤申込があった

場合、当社の基準に基づき、利⽤希望
者の利⽤登録の可否を判断し、利⽤登
録を認める場合にはその旨およびア
カウント管理者⽤の初期パスワード
等を利⽤希望者に通知します。この通
知により利⽤希望者のオペレーター
としての利⽤登録が完了したものと
します。 
３ 第２項に定める利⽤登録の完了時

に、オペレーターと当社の間に本規約
をその契約内容とするサービス利⽤
契約が成⽴します。これによって、オ
ペレーターは第５項に定める当社サ
ービスのトライアル利⽤を開始する
ことができるようになります。 
４（略） 
５（略） 

(1) （略） 
(2) 第１号のトライアル環境は本利

⽤の環境と同⼀の機能を利⽤で
きますが、実際にマーチャント

 
対象者の明確化 
 
 
 
 
 
表現の簡素化 
 
 
 
 
 
 
 
 
表現の簡素化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表現の簡素化 
 
 



に在庫を発送することはできませ
ん。 

(3) オペレーターは、当社サービスを
⾃らのために本利⽤で導⼊するか
の検証の⽬的でのみトライアル環
境を利⽤できるものとし、それ以
外の⽬的で利⽤できないものとし
ます。 

(4)トライアル利⽤期間中であって
も、オペレーターは本規約に基づ
き本利⽤の場合と同⼀の義務を負
うものとします。 

(5) オペレーターは、トライアル利⽤
期間の満了までに当社サービスの
本利⽤での導⼊の検証を終了させ
るものとし、導⼊の判断がなされ
ないままトライアル利⽤期間が満
了した場合は、その時点から当社
サービスを利⽤することができな
くなるものとします。 

６ オペレーターが本利⽤を希望する
場合は、第 9条に定める利⽤料⾦の額
および利⽤料⾦の発⽣⽇等の当社サ
ービスの利⽤条件を確認のうえ、前項
のトライアル利⽤期間中に、当社所定
の⼿続により当社に本利⽤の申し込
みをおこなうものとします。当社で第
４項各号の該当・⾮該当を確認のうえ
当該オペレーターの本利⽤を承認し
た場合、当社は当該オペレーターに対
して本利⽤開始⽇までに当社サービ
スの本利⽤環境を提供するものとし
ます。 

の顧客宛に在庫を発送すること
はできません。 

(3) オペレーターは、当社サービス
を⾃らのために本利⽤で導⼊す
るかの検証の⽬的でのみトライ
アル環境を利⽤できるものと
し、それ以外の⽬的での利⽤は
認められません。 

(4) トライアル利⽤期間中であって
も、オペレーターは本規約に基
づき本利⽤の場合と同⼀の義務
を負います。 

(5) オペレーターは、トライアル利
⽤期間の満了までに当社サービ
スの本利⽤での導⼊の検証を終
了させるものとし、導⼊の判断
がなされないままトライアル利
⽤期間が満了した場合は、その
時点から当社サービスを利⽤す
ることができなくなります。 

６ オペレーターが本利⽤を希望する
場合は、第 9条に定める利⽤料⾦の額
および利⽤料⾦の発⽣⽇等の当社サ
ービスの利⽤条件を確認のうえ、第５
項のトライアル利⽤期間中に、当社所
定の⼿続により当社に本利⽤の申し
込みを⾏う必要があります。当社で第
４項各号の該当・⾮該当を確認のうえ
当該オペレーターの本利⽤を承認し
た場合、当社は当該オペレーターに対
して本利⽤開始⽇に当社サービスの
本利⽤環境を提供します。 

 
 
表現の簡素化 
 
 
 
 
 
表現の簡素化 
 
 
 
表現の簡素化 
 
 
 
 
 
 
 
表現の簡素化 
 

第 4 条（登録情報の変更） 
１ オペレーターは、登録情報に変更が

あった場合は、７⽇以内に、当社の定
める⽅法により、当該変更事項を当社
に通知するものとします。なお、当社
から当該変更事項を証する資料を要
求された場合は速やかに提出するも

第 4 条（登録情報の変更） 
１ オペレーターは、登録情報に変更が

あった場合は、７⽇以内に、当社の定
める⽅法により、当該変更事項を当社
に通知しなければなりません。なお、
当社から当該変更事項を証する資料
を要求された場合は速やかに提出し

 
表現の簡素化 
 
 
 
 
 



のとします。 
２ 前項の変更を怠ったことにより当

社からの通知が不到達となった場合、
当該通知は通常到達すべき時に到達
したとみなします。 

なければなりません。 
２ 第１項の変更を怠ったことにより

当社からの通知が不到達となった場
合、当該通知は通常到達すべき時に到
達したものとみなします。 

 
表現の簡素化 
 

第 5 条（アカウントの管理） 
１ オペレーターは、⾃⼰の責任におい

て、オペレーターアカウントを管理お
よび保管するものとし、これをアカウ
ントユーザーを除く第三者に利⽤さ
せ、貸与、譲渡、名義変更、売買等を
してはならないものとします。 

 
 
 
 
 
２ 当社は、当社サービスへのログイン

がなされた際に、オペレーターのアカ
ウントユーザーの電⼦メールアドレ
スおよびパスワードとして当社サー
ビスに登録されているもののいずれ
かとの⼀致を確認した場合、当該電⼦
メールアドレスおよびパスワードを
保有するものとして登録されたオペ
レーターのアカウントユーザーが当
社サービスにログインしたものとみ
なし、当該ログイン状態における当社
サービスの利⽤の効果および責任は
オペレーターに帰属するものとしま
す。 
３ オペレーターは、当社サービスに登
録しているアカウントユーザーの電
⼦メールアドレスおよびパスワード
の漏洩もしくは盗難が判明した場合、
または、これらが第三者に使⽤されて
いることが判明した場合には、直ちに
その旨を当社に通知するとともに、当
社からの指⽰に従うものとします。 

第 5 条（アカウントの管理） 
１ オペレーターは、⾃⼰の責任におい

て、オペレーターアカウントを管理お
よび保管しなければなりません。 

 
 
 
２ オペレーターは、オペレーターアカ

ウントを、アカウントユーザーを除く
第三者に利⽤させること、または貸
与、譲渡、名義変更もしくは売買等の
対象とすることはできません。 
３ 当社は、当社サービスへのログイン

がなされた際に、オペレーターのアカ
ウントユーザーの電⼦メールアドレ
スおよびパスワードとして当社サー
ビスに登録されているもののいずれ
かとの⼀致を確認した場合、当該電⼦
メールアドレスおよびパスワードを
保有するものとして登録されたオペ
レーターのアカウントユーザーが当
社サービスにログインしたものとみ
なします。この場合の、当該ログイン
状態における当社サービスの利⽤の
効果および責任はオペレーターに帰
属します。 

4 オペレーターは、当社サービスに登
録しているアカウントユーザーの電
⼦メールアドレスおよびパスワード
の漏洩もしくは盗難が判明した場合、
または、これらが第三者に使⽤されて
いることが判明した場合には、直ちに
その旨を当社に通知するとともに、当
社からの指⽰に従うものとします。 

 
１項後段の内容は
２項に分離 
 
 
 
 
1項から分離新設 
 
 
 
 
表現の簡素化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
項数の修正 

第 6 条（当社サービスの利⽤） 第 6 条（当社サービスの利⽤）  



１（略） 
２（略） 
３ 当社サービスは、オペレーターおよ

びマーチャントに対する、マーチャン
トが運営する EC サイトに関する受注
情報・在庫情報・配送業務等の管理の
ためのソフトウェアサービスの利⽤
権の提供であり、当社がオペレーター
から何らかの業務を受託するまたは
請け負うものではありません。 
４ オペレーターは、当社サービスを、

マーチャントが所有権を有する在庫
の受注管理・在庫管理・出荷処理等に
ついてのみ利⽤できるものとし、マー
チャント以外の第三者の運営する EC
サイトのために⾏う受注管理・在庫管
理・出荷処理等については当社サービ
スを利⽤することはできません。 

 
５（略） 

１（略） 
２（略） 
３ 当社サービスは、オペレーターおよ

びマーチャントに対する、マーチャン
トの在庫に関する受注情報・在庫情
報・出荷業務等の管理を⽬的としたソ
フトウェアサービスの利⽤権の提供
であり、当社がオペレーターから何ら
かの業務を受託するまたは請け負う
ものではありません。 
４ オペレーターは、当社サービスを、

第 3項に定める⽬的のためにのみ利⽤
でき、マーチャント以外の第三者が所
有権を有する物品（消化仕⼊れにより
受注した時点でマーチャントが所有
権を有することになる物品を除く）の
受注管理・在庫管理・出荷処理等につ
いては当社サービスを利⽤すること
はできません。 
５（略） 

 
 
表現の簡素化 
 
 
 
 
 
 
 
表現の簡素化、お
よび EC 事業以外
での利⽤を可能と
する修正に伴う変
更 
 

第 7条（マーチャントとの関係） 
１ オペレーターがマーチャントの⾃

社倉庫でない場合、オペレーターは、
当社サービスの利⽤を開始するに当
たり、マーチャントとの間で直接、マ
ーチャントの在庫の保管・管理および
出荷処理に関する業務委託契約を締
結するものとします。なお、当社は当
該契約の内容、条件および締結後の権
利義務関係について⼀切関与しませ
ん。 
２（略） 
３（略） 

第 7条（マーチャントとの関係） 
１ オペレーターがマーチャントの⾃

社倉庫でない場合、オペレーターは、
当社サービスの利⽤を開始するに当
たり、マーチャントとの間で直接、マ
ーチャントの在庫の保管・管理および
出荷処理に関する業務委託契約を締
結する必要があります。なお、当社は
当該契約の内容、条件および締結後の
権利義務関係について⼀切関与しま
せん。 
２（略） 
３（略） 
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第 8 条（連携サービスの提供） 
１ 当社サービスの利⽤にあたり、オペ

レーターが、連携サービス提供者によ
り提供される連携サービスを利⽤す
る場合には、本規約等の他、当該連携
サービス提供者の定める利⽤規約お
よびその他の条件（当該利⽤規約等が

第 8 条（連携サービスの提供） 
１ 当社サービスの利⽤にあたり、オペ

レーターは、連携サービス提供者によ
り提供される連携サービスを利⽤す
る場合には、本規約等の他、当該連携
サービス提供者の定める利⽤規約お
よびその他の条件（当該利⽤規約等が

表現の簡素化 
 



変更された場合には変更後の条件を
含みます。）に従うものとします。 
２（略） 

変更された場合には変更後の条件を
含みます。）に従うものとします。 
２（略） 

第 10 条（料⾦および⽀払⽅法） 
１（略） 
２（略） 
３ 有償オプションサービスの利⽤を
開始した初⽉の利⽤料⾦は、利⽤開始
した⽇から発⽣するものとし、⽉の途
中に利⽤開始の場合は、⽉額固定の利
⽤料⾦については⽇割り計算の⽅法
（当該⽉の利⽤⽇数を当該⽉の歴⽇
数で除するものとします。）によって
算出された⾦額を⽀払うものとしま
す。 
４ オペレーターは、⽉の途中において

サービス利⽤契約が終了した場合ま
たは有償オプションサービスの利⽤
を⽉の途中で解約した場合であって
も、⽉額固定の利⽤料⾦は契約終了⽉
または有償オプションサービスの解
約⽉の⽉末までの１ヶ⽉分を⽀払う
ものとし、⽇割りでの精算を⾏わない
ものとします。 
５ オペレーターが第 2 項の利⽤料⾦

の⽀払を遅滞した場合、オペレーター
は⽀払期⽇の翌⽇より完済の⽇まで
年 14.6％の割合による遅延損害⾦を
当社に⽀払うものとします。 

 
６ 利⽤料⾦の⽀払時期および⽀払⽅

法は、別途サービス利⽤契約または個
別規定にて定め、当社ウェブサイトも
しくは当社サービス上に表⽰、または
当社よりオペレーターに送付する請
求書に記載するものとします。 

第 10 条（料⾦および⽀払⽅法） 
１（略） 
２（略） 
３ 有償オプションサービスの利⽤を
開始した初⽉の利⽤料⾦は、利⽤開始
した⽇から発⽣し、⽉の途中に利⽤開
始の場合は、⽉額固定の利⽤料⾦につ
いては⽇割り計算の⽅法（当該⽉の利
⽤⽇数を当該⽉の歴⽇数で除しま
す。）によって算出された⾦額としま
す。 

 
４ オペレーターは、⽉の途中において

サービス利⽤契約が終了した場合ま
たは有償オプションサービスの利⽤
を⽉の途中で解約した場合であって
も、⽉額固定の利⽤料⾦は契約終了⽉
または有償オプションサービスの解
約⽉の⽉末までの１ヶ⽉分を⽀払う
ものとし、⽇割りでの精算を⾏いませ
ん。 
５ オペレーターが第 2項の利⽤料⾦の
⽀払を遅滞した場合、オペレーターは
⽀払期⽇の翌⽇より完済の⽇まで⽀
払うべき⾦額に対し年 14.6％の割合
による遅延損害⾦を当社に⽀払うも
のとします。 
６ 利⽤料⾦の⽀払時期および⽀払⽅

法は、別途サービス利⽤契約または個
別規定にて定め、当社ウェブサイトも
しくは当社サービス上に表⽰、または
当社よりオペレーターに送付する請
求書に記載します。 
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表現の簡素化 
 
 
 
 
 
 
 
 
対象の明確化 
 
 
 
 
 
表現の簡素化 

第 11 条（個⼈情報・送信情報の取扱い） 
１ 当社は、オペレーターの登録情報お

よび送信情報に含まれる個⼈情報、そ
の他オペレーターが当社に提供した

第 11 条（個⼈情報・送信情報の取扱い） 
１ 当社は、オペレーターの登録情報お

よび送信情報に含まれる個⼈情報、そ
の他オペレーターが当社に提供した

 
表現の簡素化 
 
 



個⼈情報を、個⼈情報保護法（当社サ
ービスに適⽤される諸外国の個⼈情
報保護法令を含む。）および当社の定
め る プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー
（ https://www.logiless.com/privacy-
policy/）（以下、「プライバシーポリ
シー」といいます。）に従って適切に
取り扱い、プライバシーポリシーで定
められた⽬的の範囲でのみ使⽤する
ことができるものとし、オペレーター
はこのプライバシーポリシーに従っ
て当社がオペレーターの個⼈情報を
取り扱うことについて同意するもの
とします。 
２（略） 
３ 当社は、当社サービスの提供におい

てオペレーターから端末情報、ログ情
報、⾏動履歴およびサービス利⽤状況
に関する情報、Cookie ならびに匿名
ID を収集する際は、プライバシーポ
リシーの定めに従って収集し、プライ
バシーポリシーで定められた⽬的の
範囲でのみ使⽤することができるも
のとし、オペレーターはこのプライバ
シーポリシーに従って当社がオペレ
ーターの上記情報を取り扱うことに
ついて同意するものとします。 

 
 
 
 
 
４ 当社は、送信情報、登録情報、その
他マーチャントが当社に提供した情
報、端末情報、データ等を、当社の裁
量で、当社サービスの提供および運
⽤、当社サービス内容の改良、開発、
向上等の⽬的に利⽤し、または、個⼈
を特定できない形での統計的な情報
として公開することができるものと
し、オペレーターはこれに同意するも

個⼈情報（以下、合わせて「提供個⼈
情報」といいます。）を、個⼈情報保
護法（当社サービスに適⽤される諸外
国の個⼈情報保護法令を含む。）およ
び当社の定めるプライバシーポリシ
ー（以下、「プライバシーポリシー」
といいます。）に従って適切に取り扱
い、プライバシーポリシーで定められ
た⽬的の範囲でのみ使⽤することが
でき、オペレーターはこのプライバシ
ーポリシーに従って当社が提供個⼈
情報を取り扱うことについて本項に
おいて予め同意したものとみなしま
す。 
２（略） 
３ 当社は、当社サービスの提供におい

てオペレーターから端末情報、ログ情
報、⾏動履歴およびサービス利⽤状況
に関する情報、Cookie ならびに匿名
ID（以下、合わせて「当社収集情報」
といいます。）を収集する際は、プラ
イバシーポリシーおよび当社の定め
るクッキーポリシー（以下、「クッキ
ーポリシー」といいます。）の定めに
従って収集し、プライバシーポリシー
およびクッキーポリシーで定められ
た⽬的の範囲でのみ使⽤することが
でき、オペレーターはこのプライバシ
ーポリシーおよびクッキーポリシー
に従って当社が当社収集情報を取り
扱うことについて本項において予め
同意したものとみなします。 
４ 当社は、オペレーターの当社サービ

ス利⽤期間中または理由にかかわら
ずオペレーターによる当社サービス
利⽤が終了した後も、送信情報、登録
情報、当社収集情報、その他オペレー
ターが当社に提供した情報（第１項の
提供個⼈情報を除く）を、当社の裁量
で、当社サービスの提供および運⽤、
当社サービス内容の改良、開発、向上
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情報の利⽤可能時
期の明確化、およ
び個⼈情報は利⽤
対象から除かれる
ことの明確化 



のとします。 等の⽬的に利⽤し、または、個⼈を特
定できない形での統計的な情報とし
て公開することができ、オペレーター
は本項において予めこれに同意した
ものとみなします。 

第 12 条（秘密保持） 
１ 本規約等において「秘密情報」とは、

サービス利⽤契約または当社サービ
スに関連して、当社またはオペレータ
ーが、相⼿⽅より秘密に扱うことを指
定して提供もしくは開⽰されたか、ま
たは知り得た情報、および当社とオペ
レーターとの間で秘密として扱うこ
とで合意された情報を意味します。た
だし、以下の各号に該当するものは、
秘密情報に該当しないものとします。 
(1) （略） 
(2) （略） 
(3) （略） 
(4) （略） 
２当社およびオペレーターは、秘密情報

を当社サービスの利⽤の⽬的のみに
利⽤するとともに、相⼿⽅の書⾯また
は電磁的⽅法による承諾なしに第三
者に秘密情報を提供、開⽰または漏洩
しないものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
３当社およびオペレーターは、相⼿⽅か
ら求められた場合にはいつでも、遅滞な
く、相⼿⽅の指⽰に従い、秘密情報なら
びに秘密情報を記載または包含した書
⾯その他の記録媒体物およびその全て
の複製物を返却または廃棄するものと

第 12 条（秘密保持） 
１ 本規約等において「秘密情報」とは、

サービス利⽤契約または当社サービ
スに関連して、当社またはオペレータ
ーが、相⼿⽅より秘密に扱うことを指
定して提供もしくは開⽰されたか、ま
たは知り得た情報、当社とオペレータ
ーとの間で秘密として扱うことで合
意された情報および送信情報を意味
します。ただし、以下の各号に該当す
るものは、秘密情報に該当しません。 
(1) （略） 
(2) （略） 
(3) （略） 
(4) （略） 
２ 当社およびオペレーターは、秘密情
報を当社サービスの運営または利⽤
の⽬的のみに利⽤するとともに、相⼿
⽅の書⾯または電磁的⽅法による承
諾なしに第三者に秘密情報を提供、開
⽰または漏洩しないものとします。た
だし、監督官庁等の正当な要求もしく
は法令の定めに従って開⽰する場合、
または⾃らの役員・従業員、当社サー
ビスの委託先、弁護⼠もしくは会計⼠
その他法律上秘密保持義務を負う専
⾨家へ開⽰する場合は、相⼿⽅の事前
の承諾を得ることなく秘密情報を開
⽰することができます。 
３ 当社およびオペレーターは、相⼿⽅

から求められた場合にはいつでも、遅
滞なく、相⼿⽅の指⽰に従い、秘密情
報ならびに秘密情報を記載もしくは
包含した書⾯その他の記録媒体物お
よびその全ての複製物を返却、廃棄ま

 
表現の簡素化、お
よび「送信情報」も
秘密情報として取
り扱うことの明確
化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
秘密情報の利⽤使
途について当社側
は「サービス運営」
に限られることの
明確化、および⼀
般的な例外規定の
追加 
 
 
 
 
 
 
 
データの秘密情報
が存在する実情に
合わせ対応⼿法と
して「消去」を追
加、および第 1 項
で「送信情報」を秘



します。 たは消去するものとします。ただし、
当社がこれらの秘密情報等を返却、廃
棄もしくは消去することにより当社
サービスの運営に重⼤な⽀障をきた
す場合または当社に過⼤な負担が⽣
じる場合はこの限りではありません。 

密情報として扱う
ことを明確化させ
たことに伴い、当
社の責任範囲を明
確化 

第 13 条（禁⽌⾏為） 
（略） 

(1) 〜（14）（略） 
(15)  マーチャントが当社サービス

に⼊⼒した個⼈情報もしくは送
信情報を当社サービスの⽬的、
本規約等、マーチャントとオペ
レーターとの間の契約条件また
は法令等に反して利⽤する⾏為 

 
(16) 〜（18）（略） 
(19)  マーチャントに所有権が帰属

しない在庫について当社サービ
スを利⽤する⾏為 

 
 
 
(20) 〜（22）（略） 

第 13 条（禁⽌⾏為） 
（略） 

(1) 〜（14）（略） 
(15)  マーチャントが当社サービス

に⼊⼒した提供個⼈情報もしく
は送信情報を当社サービスの⽬
的、本規約等、マーチャントとオ
ペレーターとの間の契約条件ま
たは法令等に反して利⽤する⾏
為 

(16) 〜（18）（略） 
(19)  マーチャントに所有権が帰属

しない物品（消化仕⼊れにより
マーチャントが受注した時点で
所有権を有することとなる物品
は除く）について当社サービス
を利⽤する⾏為 

(20) 〜（22）（略） 

第 1 条にて「在庫」
の定義を変更した
こと、第 11 条で「提
供個⼈情報」の定
義を新設したこと
に伴う修正 

第 14 条（サービス利⽤停⽌またはアカ
ウント削除） 
１当社は、オペレーターが次の各号の⼀

に該当することが判明した場合、当社
の裁量により、当該オペレーターのオ
ペレーターアカウントの利⽤を⼀時
的に停⽌し、またはサービス利⽤契約
を解除して当該オペレーターのアカ
ウントを削除する等の措置を⾏うこ
とができるものとします。 
(1)〜（9）（略）   
 
 
 
 
２ オペレーターは、前項各号のいずれ

第 14 条（サービス利⽤停⽌またはアカ
ウント削除） 
１当社は、オペレーターが次の各号のい

ずれかに該当することが判明した場
合、当社の裁量により、当該オペレー
ターのオペレーターアカウント（マー
チャントが⾃社倉庫においてオペレ
ーターアカウントを利⽤している場
合はマーチャントアカウントも含む。
以下、本条において同様。）の利⽤を
⼀時的に停⽌し、またはサービス利⽤
契約を解除して当該オペレーターの
アカウントを削除する等の措置を⾏
うことができます。 

(1)〜（9）（略）  
２ オペレーターは、第１項各号のいず

 
 
表現の簡素化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表現の簡素化 



かの事由に該当した場合、当社に対し
て負っている債務の⼀切について当
然に期限の利益を失い、直ちに当社に
対して全ての債務の⽀払いを⾏わな
ければなりません。 
３ オペレーターは、第１項によるアカ

ウント削除後も、当社およびその他の
第三者に対する本規約等上の⼀切の
義務および債務（損害賠償債務を含み
ますが、これに限りません。）を免れ
るものではありません。 
４当社は、本条に基づき当社が⾏ったマ

ーチャントのアカウント削除後も、当
該マーチャントの登録情報、送信情
報、第 12 条第３項に基づき収集した
情報、その他マーチャントが当社に提
供した情報を保有・利⽤することがで
きるものとします 

れかの事由に該当した場合、当社に対
して負っている債務の⼀切について
当然に期限の利益を失い、直ちに当社
に対して全ての債務を履⾏しなけれ
ばなりません。 
３ オペレーターは、第１項によるオペ

レーターアカウント削除後も、当社お
よびその他の第三者に対する本規約
等上の⼀切の義務および債務（損害賠
償債務を含みますが、これに限りませ
ん。）を免れるものではありません。 

 

 
 
 
 
 
表現の簡素化 
 
 
 
 
 
削除（第 11 条第 4
項に集約） 

第 15 条（保証の否認） 
１（略） 
２ 当社は、当社サービスが全ての端末

に対応していることを保証するもの
ではなく、また、仮に当社サービスの
利⽤開始時に対応していた場合でも、
当社サービスの利⽤に供する端末の
OS のバージョンアップ等に伴い当社
サービスの動作に不具合が⽣じる可
能性があることにつき、オペレーター
は予め了承するものとします。当社
は、かかる不具合が⽣じた場合に当社
プログラムの修正等により当該不具
合が解消されることを保証するもの
ではありません。 
３（略） 

第 15 条（保証の否認） 
１（略） 
２ 当社は、当社サービスが全ての端末

に対応していることを保証するもの
ではなく、また、仮に当社サービスの
利⽤開始時に対応していた場合でも、
当社サービスの利⽤に⽤いる端末の
OS のバージョンアップ等に伴い当社
サービスの動作に不具合が⽣じる可
能性があることにつき、オペレーター
は予め了承するものとします。当社
は、かかる不具合が⽣じた場合に当社
プログラムの修正等により当該不具
合が解消されることを保証するもの
ではありません。 
３（略） 

 
 
誤記の修正 

第 16 条（有効期間） 
サービス利⽤契約は、当社サービスの提
供期間中、オペレーターについて第３条
第２項に定める利⽤登録の完了した⽇
から当該オペレーターが本利⽤を開始
せずトライアル利⽤期間を満了した⽇、

第 16 条（有効期間） 
サービス利⽤契約は、当社サービスの提
供期間中、オペレーターについて第３条
第２項に定める利⽤登録の完了した⽇
から当該オペレーターが本利⽤を開始
せずトライアル利⽤期間を満了した⽇、

第 17条の修正に伴
うもの 



当該オペレーターが当社サービスを退
会した⽇または当該オペレーターのア
カウントが削除された⽇のいずれか最
初に到来した⽇まで、当社とオペレータ
ーとの間で有効に存続するものとしま
す。 

当該オペレーターが当社サービスを解
約した⽇または当該オペレーターのア
カウントが削除された⽇のいずれか最
初に到来した⽇まで、当社とオペレータ
ーとの間で有効に存続します。 

第 17条（オペレーターの退会） 
１ オペレーターは、当社サービスの退

会を希望する⽉の前⽉の最終営業⽇
までに、当社所定の解約フォームを通
じて退会の申請を⾏い、当社がこれを
承諾した場合には、当社サービスを退
会することができます。この場合、当
該オペレーターは、退会希望⽉の末⽇
の経過をもって当社サービスから退
会するものとし、当社サービス退会の
時点から当社サービスを利⽤するこ
とができなくなるものとします。な
お、当社はオペレーターからの退会の
申請を受けた場合、当社とオペレータ
ーとの間の個別の条件の合意など合
理的理由の無い限り当該退会申請を
承諾します。ただし、オペレーターと
当該オペレーターを利⽤するマーチ
ャント（以下、「利⽤マーチャント」
といいます。）との間で退会に伴う協
議が整っていない等、希望する時期の
退会を当社が認めることで当社また
は利⽤マーチャントに損害が⽣じる
恐れがある場合は、当社は退会申請を
承諾せず、オペレーターに利⽤マーチ
ャントとの協議および問題の解決等
を退会承諾の条件として付すること
ができるものとします。 
２ オペレーターは、当社サービス退会
後も、当社およびその他の第三者に対
するサービス利⽤契約に関する⼀切
の義務および債務 （損害賠償を含み
ますが、これに限りません。）を免れ
るものではありません。 

第 17条（オペレーターによる解約） 
１ オペレーターは、当社サービスの解

約を希望する⽉の前⽉の最終営業⽇
までに、当社所定の解約フォームを通
じて解約の申請を⾏い、当社がこれを
承諾した場合には、当社サービスを解
約することができます。この場合、当
該オペレーターは、解約希望⽉の末⽇
の経過をもって当社サービスを解約
することとなり、当社サービス解約の
時点から当社サービスを利⽤するこ
とができなくなります。なお、当社は
オペレーターからの解約の申請を受
けた場合、当社とオペレーターとの間
の個別の条件の合意など合理的理由
の無い限り当該解約申請を承諾しま
す。ただし、オペレーターと当該オペ
レーターを利⽤するマーチャント（以
下、「利⽤マーチャント」といいます。）
との間で解約に伴う協議が整ってい
ない等、希望する時期の解約を当社が
認めることで当社または利⽤マーチ
ャントに損害が⽣じる恐れがある場
合は、当社は解約申請を承諾せず、オ
ペレーターに利⽤マーチャントとの
協議および問題の解決等を解約承諾
の条件として付することができます。 

 
２ オペレーターは、当社サービス解約
後も、当社およびその他の第三者に対
するサービス利⽤契約に関する⼀切
の義務および債務 （損害賠償を含み
ますが、これに限りません。）を免れ
るものではありません。 

 
運⽤実態に合わせ
「退会」の表現を
「解約」に変更、お
よび表現の簡素化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
運⽤実態に合わせ
「退会」の表現を
「解約」に変更、お
よび表現の簡素化 
 
 



３ 当社は、オペレーターが当社サービ
スを退会した後も、登録情報、送信情
報、その他当該オペレーターが当社に
提供した情報を保有・利⽤することが
できるものとします。ただし、送信情
報については、必要に応じて特定の個
⼈または団体を特定できない形式に
加⼯した上、特定の個⼈または団体を
特定できない情報に限り利⽤するも
のとします。 
４ オペレーターが当社サービスを退

会した場合、当社は、当社の裁量によ
り、当該オペレーターのアカウントを
削除することができるものとします。 

 
５ オペレーターは、当社サービスを退

会後、再度当社サービスの登録を希望
する際は、再度本規約に基づき利⽤申
込みを⾏う必要があります。なお、オ
ペレーターが利⽤登録が完了し、当社
サービスを再度利⽤開始したとして
も、退会前のデータが引き継がれない
ことを予め承諾するものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ オペレーターが当社サービスを解

約した場合、当社は、当社の裁量によ
り、当該オペレーターのアカウント、
登録情報、送信情報または当社収集情
報を削除することができます。 
４ オペレーターは、当社サービスを解

約後、再度当社サービスの利⽤を希望
する際は、再度本規約に基づき利⽤申
込みを⾏う必要があります。なお、オ
ペレーターは当社サービスを再度利
⽤開始したとしても、解約前のデータ
が引き継がれないことを予め承諾す
るものとします。 

削除（第 11 条第 4
項に集約） 
 
 
 
 
 
 
 
 
「アカウントの削
除」が意味すると
ころを明確化 
 
 
運⽤実態に合わせ
「退会」の表現を
「解約」に変更、お
よび表現の簡素化 

第 18 条（損害賠償） 
１（略） 
２ オペレーターによる当社サービス

の利⽤に関連して、当社または連携サ
ービス提供者が、他のオペレーターも
しくはその他の第三者から権利侵害
その他の理由により何らかの請求を
受けた場合、当該オペレーターは、当
該請求に基づき当社、または連携サー
ビス提供者が当該第三者に⽀払いを
余儀なくされた⾦額および当該請求
にかかる紛争等の解決のために当社
または連携サービス提供者が負担し
た⾦額（弁護⼠等専⾨家費⽤および当
社⼈件費相当額を含みます。）を賠償
しなければなりません。 

第 18 条（損害賠償） 
１（略） 
２ オペレーターによる当社サービス

の利⽤に関連して、当社または連携サ
ービス提供者が、他の当社サービス利
⽤者もしくはその他の第三者から権
利侵害その他の理由により何らかの
請求を受けた場合、オペレーターは、
当該請求に基づき当社または連携サ
ービス提供者が当該第三者に⽀払い
を余儀なくされた⾦額および当該請
求にかかる紛争等の解決のために当
社または連携サービス提供者が負担
した⾦額（弁護⼠等専⾨家費⽤および
当社⼈件費相当額を含みます。）を当
社または連携サービス提供者に対し
て賠償しなければなりません。 

 
 
対象者が不明確に
なるのを避けるた
め、表現を変更 



第 19条（当社サービスの変更、廃⽌お
よび中断等） 
１（略） 
２（略） 
３（略） 

(1)〜（7）（略） 
(8) 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争

議等により当社サービスの提供
が困難な場合 

(9)〜(10)（略） 

第 19 条（当社サービスの変更、廃⽌お
よび中断等） 
１（略） 
２（略） 
３（略） 

(1)〜（7）（略） 
(8)  戦争、紛争、動乱、暴動、労働

争議等の不可抗⼒により当社サ
ービスの提供が困難な場合 

(9)〜(10)（略） 

「等」が指す内容
を⽰すため、不可
抗⼒の例⽰列挙で
あることを明確化 

第 20 条（本規約等の変更） 
１（略） 
２ 前項に基づき本規約等を変更する

場合、当社は、当該変更等の効⼒発⽣
⽇までの相当期間を設けた上、本規約
等を変更する旨および変更後の本規
約等の内容とその効⼒発⽣⽇を第 23
条に定める⽅法でオペレーターに通
知するものとします。なお、変更後の
本規約等の効⼒発⽣⽇以降にマーチ
ャントが当社サービスを利⽤したと
きは、オペレーターは、当該変更に同
意したものとみなします。 
３（略） 

第 20 条（本規約等の変更） 
１（略） 
２ 第１項に基づき本規約等を変更す

る場合、当社は、当該変更等の効⼒発
⽣⽇までの相当期間を設けた上、本規
約等を変更する旨および変更後の本
規約等の内容とその効⼒発⽣⽇を第
23 条に定める⽅法でオペレーターに
通知します。なお、変更後の本規約等
の効⼒発⽣⽇以降にマーチャントが
当社サービスを利⽤したときは、オペ
レーターは、当該変更に同意したもの
とみなします。 
３（略） 

表現の簡素化 

第 21 条（免責） 
１ 当社は、以下の各号に定めるオペレ

ーターに⽣じた損害について、⼀切の
責任を負わないものとします。 
(1)〜（7）（略） 
(8) 第 15 条第１項に従い、オペレー

ターアカウントが使⽤停⽌または
削除されたことにより⽣じた損害 

(9)〜(10)（略） 
 
 
 
 
２ 当社サービスに関し、オペレーター

とマーチャントまたはその他の第三
者との間で紛争が⽣じた場合、オペレ

第 21 条（免責） 
１ 当社は、以下の各号に定めるオペレ

ーターに⽣じた損害について、⼀切の
責任を負いません。 
(1)〜（7）（略） 
(8)  第 15 条第１項に従い、オペレー

ターアカウント（マーチャントが
⾃社倉庫においてオペレーターア
カウントを利⽤している場合のマ
ーチャントアカウントも含む。）が
使⽤停⽌または削除されたことに
より⽣じた損害 

(9)〜(10)（略） 
２ 当社サービスに関し、オペレーター

とマーチャントまたはその他の第三
者との間で紛争が⽣じた場合、オペレ

 
表現の簡素化 
 
 
 
マーチャントが⾃
社倉庫でオペレー
ターアカウントを
利⽤している実態
に合わせた修正 
 
 
 
表現の簡素化 
 
 



ーターは、直ちにその旨を当社に通知
するとともに、⾃⼰の責任と費⽤にお
いてこれを解決するものとし、当社は
これに⼀切関与せず、何ら責任を負わ
ないものとします。 
３ 前各項の各免責規定は、当社に故意

または重過失が存在する場合には適
⽤しません。ただし、この場合におい
ても、当社の賠償責任の範囲は、当社
の責に帰すべき事由により現実に発
⽣した直接かつ通常の損害に限られ
るものとし、かつ、損害の事由が⽣じ
た時点から遡って過去３ヶ⽉間にオ
ペレーターから当社が現実に受領し
た当社サービスの対価の総額を上限
とします。 

ーターは、直ちにその旨を当社に通知
するとともに、⾃⼰の責任と費⽤にお
いてこれを解決するものとします。な
お、当社はこれに⼀切関与せず、何ら
責任を負いません。 
３ 第１項および第２項に定める免責

の場合を除き、当社の責に帰すべき事
由によりオペレーターに損害が⽣じ
た際の当社の賠償責任の範囲は、現実
に発⽣した直接かつ通常の損害に限
られるものとし、かつ、損害の事由が
⽣じた時点から遡って過去３ヶ⽉間
にオペレーターから当社が現実に受
領した当社サービスの対価の総額を
上限とします。 

 
４ 第３項は、オペレーターに⽣じた損
害が当社の故意または重過失に基づ
くものである場合には適⽤しません。 

 
 
 
 
 
当社の責任範囲を
明確化するため 3
項（損害賠償上限
について）と 4 項
（故意重過失の場
合の免責不適⽤に
ついて）に分離し
て記載 
 
 
 
3項から分離 

第 22 条（連絡・通知） 
１当社サービスに関する問い合わせそ

の他オペレーターから当社に対する
連絡または通知は当社の定める⽅法
で⾏うものとします。 
２（略） 

(1) （略） 
(2) （略） 
(3) （略） 

 
 
３ 前項第１号の通知がオペレーター

の電⼦メールアドレスの登録変更漏
れ等の理由により不到達となった場
合、または郵送による通知が登録情報
の誤り等の理由により不到達となっ
た場合、当該通知は通常到達すべき時
に到達したとみなさします。 
４ 当社は、オペレーターが登録したメ

ールアドレスに、当社の事業に関する
広告・宣伝等のメールを配信すること

第 22 条（連絡・通知） 
１オペレーターは、当社サービスに関す

る問い合わせ、その他当社に対する連
絡または通知は当社の定める⽅法で
⾏わねばなりません。 
２（略） 

(1) （略） 
(2) （略） 
(3) 当社サービス内での掲載またはメ
ッセージの通知 

(4) （略） 
３ 第２項第１号の通知がオペレータ

ーの電⼦メールアドレスの登録変更
漏れ等の理由により不到達となった
場合、または郵送による通知が登録情
報の誤り等の理由により不到達とな
った場合、当該通知は通常到達すべき
時に到達したとみなします。 
４ 当社は、オペレーターが登録したメ

ールアドレスに、当社の事業に関する
広告・宣伝等のメールを配信すること

 
表現の簡素化 
 
 
 
現状当社サービス
内で情報提供を⾏
っている実態を反
映 
 
 
表現の簡素化、お
よび誤記の修正 
 
 
 
 
 
表現の簡素化 



があり、オペレーターはこれを承諾す
るものとします。 

があり、オペレーターは本項において
予めこれに同意したものとみなしま
す。 

第 23 条（地位の譲渡等） 
１ オペレーターは、当社の書⾯による

事前の承諾なく、サービス利⽤契約上
の地位または権利義務の全部または
⼀部を、第三者に譲渡（合併、会社分
割等による包括承継も含みます。）し
または担保の⽬的に供することはで
きません。 
２ 当社が当社サービスにかかる事業

を他社に譲渡した場合には、当該事業
譲渡に伴いサービス利⽤契約上の地
位、権利および義務ならびにオペレー
ターの登録情報、送信情報およびその
他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受
⼈に譲渡できるものとし、オペレータ
ーは、かかる譲渡につき本項において
予め同意したものとみなします。本項
にいう事業譲渡には、当社が消滅会社
または分割会社となる合併または会
社分割等による包括承継を含むもの
とします。 

第 23 条（地位の譲渡等） 
１ オペレーターは、当社の書⾯または
電磁的⽅法による事前の承諾なく、サ
ービス利⽤契約上の地位または権利
義務の全部もしくは⼀部を、第三者に
譲渡（合併、会社分割等による包括承
継も含みます。）し、あるいは担保の
⽬的に供することはできません。 
２ 当社が当社サービスにかかる事業

を第三者に譲渡した場合には、当該事
業譲渡に伴いサービス利⽤契約上の
地位、権利および義務ならびにオペレ
ーターの登録情報、送信情報およびそ
の他の顧客情報を当該事業譲渡の譲
受⼈に譲渡することができ、オペレー
ターは、当該事業譲渡につき本項にお
いて予め同意したものとみなします。
なお、本項にいう事業譲渡には、当社
が消滅会社もしくは分割会社となる
合併または会社分割等による包括承
継を含みます。 

 
メールや当社サー
ビス上の⼿続きを
通して承認を⾏う
実態に合わせた修
正、および表現の
簡素化 
 
表現の簡素化 

第 24 条（第三者への業務委託） 
当社は、当社サービスの運営の全部また
は⼀部を第三者に委託することができ
るものとします。 

第 24 条（第三者への業務委託） 
当社は、当社サービスの運営の全部また
は⼀部を第三者に委託することができ
ます。ただし、その場合、当社は⾃らの
責任で当該委託先を管理するものとし
ます。 

表現の簡素化、お
よび当社の責任範
囲の明確化 

第 25 条（反社会的勢⼒等の排除） 
１ 当社およびオペレーターは、当社サ

ービスの利⽤に際して、⾃⾝、⾃⾝の
役員および⾃⾝の経営に実質的に関
与している者が反社会的勢⼒等（暴⼒
団、暴⼒団員、右翼団体、暴⼒団関係
企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、
政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集
団、その他反社会的勢⼒、その他これ
に準ずる者または暴⼒、威⼒、脅迫的

第 25 条（反社会的勢⼒等の排除） 
１ 当社およびオペレーターは、当社サ

ービスの利⽤に際して、⾃⾝、⾃⾝の
役員および⾃⾝の経営に実質的に関
与している者が反社会的勢⼒等（暴⼒
団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった
ときから 5 年を経過しない者、右翼団
体、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運
動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、
特殊知能暴⼒集団、その他反社会的勢

 
反社会的勢⼒の対
象の追加、および
表現の簡素化 
 
 
 
 
 
 



⾔辞もしくは詐欺的⼿法を⽤いて不
当な要求を⾏い、経済的利益を追求す
る者を意味し、以下も同様とします。）
に所属または該当せず、かつ、反社会
的勢⼒等と関与していないことを表
明し、将来にわたっても所属もしくは
該当、または関与しないことを確約す
るものとします。 

 
２ 当社およびオペレーターは、相⼿⽅

に対し、⾃らまたは第三者を利⽤して
以下の各号に該当する⾏為を⾏わな
いことを確約するものとします。 
(1)〜(5) （略） 
３ 当社およびオペレーターは、相⼿⽅

が前⼆項のいずれかに違反している
と合理的根拠に基づき合理的に判断
した場合、事前に通知等を⾏うことな
く、当社サービスの使⽤停⽌の措置
（オペレーターが違反した場合のみ）
およびサービス利⽤契約の解約をす
ることができます。 
４ 前項による解約の場合、解約をした

当事者は相⼿⽅に対して当該解約に
より⽣じた損害を賠償する義務を負
わないものとし、解約された当事者は
当該解約により相⼿⽅に⽣じた損害
を賠償する義務を負有ものとします。 

⼒、その他これに準ずる者または暴
⼒、威⼒、脅迫的⾔辞もしくは詐欺的
⼿法を⽤いて不当な要求を⾏い、経済
的利益を追求する者を意味し、以下も
同様とします。）に所属または該当せ
ず、かつ、反社会的勢⼒等と関与して
いないことを表明し、将来にわたって
も所属もしくは該当、または関与しな
いことを確約します。 
２ 当社およびオペレーターは、相⼿⽅

に対し、⾃らまたは第三者を利⽤して
以下の各号に該当する⾏為を⾏わな
いことを確約します。 
(1)〜(5) （略） 
３ 当社およびオペレーターは、相⼿⽅

が第１項または第２項のいずれかに
違反していると合理的根拠に基づき
合理的に判断した場合、事前に通知等
を⾏うことなく、当社サービスの使⽤
停⽌の措置（オペレーターが違反した
場合のみ）およびサービス利⽤契約の
解約をすることができます。 
４ 第３項による解約の場合、解約をし

た当事者は相⼿⽅に対して当該解約
により⽣じた損害を賠償する義務を
負わないものとし、解約された当事者
は当該解約により相⼿⽅に⽣じた損
害を賠償する義務を負うものとしま
す。 
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表現の簡素化、お
よび誤記修正 

第 26 条（分離可能性） 
本規約等のいずれかの条項またはその
⼀部が、法令等により無効または執⾏不
能と判断された場合であっても、本規約
等の残りの規定および⼀部が無効また
は執⾏不能と判断された規定の残りの
部分は、継続して完全に効⼒を有し、当
社およびオペレーターは、当該無効もし
くは執⾏不能の条項または部分を適法
とし、執⾏⼒を持たせるために必要な範
囲で修正し、当該無効もしくは執⾏不能

第 26 条（分離可能性） 
本規約等のいずれかの条項もしくはそ
の⼀部が、法令等により無効または執⾏
不能と判断された場合であっても、本規
約等の残りの規定および⼀部が無効ま
たは執⾏不能と判断された規定の残り
の部分は、継続して完全に効⼒を有し、
当社およびオペレーターは、当該無効も
しくは執⾏不能の条項または部分を適
法とし、執⾏⼒を持たせるために必要な
範囲で修正し、当該無効もしくは執⾏不

表現の簡素化 



な条項または部分の趣旨ならびに法律
的および経済的に同等の効果を確保で
きるように努めるものとします。 

能な条項または部分の趣旨ならびに法
律的および経済的に同等の効果を確保
できるように努めるものとします。 

第 27条（存続規定） 
第 9条に定める利⽤料の⽀払債務、第 11
条、第 12 条第 2項、第 17条第 3項、
第 18 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条、
第 25 条第 4項、第 26 条、第 28 条およ
び本条はサービス利⽤契約の終了後も
マーチャントに有効に適⽤されるもの
とします。 

第 27条（存続規定） 
第 9条に定める利⽤料の⽀払債務、第 11
条、第 12 条第 2項、第 18 条、第 21 条、
第 22 条、第 23 条、第 25 条第 4項、第
26 条、第 28 条および本条はサービス利
⽤契約の終了後もマーチャントに有効
に適⽤されます。 

条⽂削除に伴う修
正、および表現の
簡素化 

 


